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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成２６年４月３０日開催の取締役会において、事業目的を追加する定款の一部変

更の件に関し、平成２６年６月２６日開催予定の第９０回定時株主総会に付議することを決議

いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本日別途「第三者割当増資によ

る優先株式発行、資本準備金の額及び利益準備金の額の減少、剰余金の処分、株式の発行と同

時の資本金の額及び資本準備金の額の減少並びに定款の一部変更に関するお知らせ」で公表し

ておりますとおり、同定時株主総会におきまして、優先株式に関する定款規定を新設する定款

の一部変更に関する議案も付議することを決議しております。 

 

記 

 

１．変更の理由 

  事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追

加するものであります。 

 

２．変更の内容 

  変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日 程 

  定款変更のための定時株主総会開催日  平成２６年６月２６日（木） 

  定款変更の効力発生日         平成２６年６月２６日（木） 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 



 

 

【定款変更の内容】 

（下線は変更部分） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第２条 本会社は，次の事業を営むことを目的

とする。 

 

(1) 電気事業 

 

(2) 電気機械器具の製造，修理，販

売及び賃貸 

 

(3) 蒸気，温水などによる熱供給事

業 

 

（新 設） 

 

(4) 不動産の売買，賃貸及び管理 

 

(5) 情報処理，情報提供サービス事

業及び電気通信事業法に定める電

気通信事業 

 

(6) 石炭灰などの電力副産物及びそ

れを原材料とする製品の製造，販

売 

 

(7) 建設工事の調査，設計及び施工

監理 

 

(8) 金銭の貸付 

 

(9) 前各号に関するコンサルティン

グ及びエンジニアリング 

 

(10) 前各号に附帯関連する事業 

 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第２条 本会社は，次の事業を営むことを目的

とする。 

 

    (1) 

    

    (2) 

 

 

(3)  

 

 

(4) ガス供給事業 

 

(5) 不動産の売買，賃貸及び管理 

 

(6) 情報処理，情報提供サービス事

業及び電気通信事業法に定める電

気通信事業 

 

(7) 石炭灰などの電力副産物及びそ

れを原材料とする製品の製造，販

売 

 

(8) 建設工事の調査，設計及び施工

監理 

 

(9) 金銭の貸付 

 

(10) 前各号に関するコンサルティン

グ及びエンジニアリング 

 

(11) 前各号に附帯関連する事業 

 

 

（現行どおり） 

別 紙 


